
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
説
明
と
同
意
の
取
得
）

（
説
明
と
同
意
の
取
得
）

第
五
条
の
二

予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
被
接
種
者
又

第
五
条
の
二

予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
被
接
種
者
又

は
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
予
防
接
種
の
有
効
性
及
び
安
全
性
並
び
に
副
反

は
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
予
防
接
種
の
有
効
性
及
び
安
全
性
並
び
に
副
反

応
に
つ
い
て
当
該
者
の
理
解
を
得
る
よ
う
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
文
書
に

応
に
つ
い
て
当
該
者
の
理
解
を
得
る
よ
う
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
文
書
に

よ
り
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

被
接
種
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ

（
新
設
）

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
長
期
間
に
わ
た
り
当
該
被
接
種
者
の
保
護
者

と
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
被
接
種

者
の
保
護
者
の
同
意
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
保
護
者

の
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
接
種
者
の
保
護
者
に
代
わ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
前
項
の
同
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規

模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
又
は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
里
親
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
里
親
等
」
と
い
う
。
）
に
委
託

さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
里
親
等

二

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合

当
該
児
童
福
祉
施
設
の
長

三

児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
相

談
所
長
に
よ
る
一
時
保
護
が
加
え
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
児
童
相
談
所

長
附

則

附

則

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
四
条

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に

第
四
条

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第

生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本

一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接
種
を
全
く



脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接

受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日
本
脳
炎
の

種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日

項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、

本
脳
炎
の
項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る

六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
四
条
の

も
の
が
、
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

予
防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま

２

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期

れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎

の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日
本

の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三

脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が

の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す

、
第
十
四
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ

る
も
の
が
、
第
十
四
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定

ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
も
の

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受

と
み
な
す
。

け
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予

（
新
設
）

防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日

本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
前
項
の

規
定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受

け
た
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
中
「
予
防
接
種
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
予
防
接
種
は
、
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
終
了
後
六
日
以
上
の

間
隔
を
お
い
て
」
と
す
る
。


